
令和　　年　　月　　日

様

　　　　　越前町　住民環境課
連絡先    0778-34-8708

（１）又は（２）のどちらかにチェックを記入してください。

（１）暗証番号を設定する　□ （２）いずれの暗証番号も設定しない（顔認証マイナンバーカード）□
（１）を選択した方のみ以下の欄に設定する暗証番号を記入してください。

英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数 英・数

（数字４文字）

（必須　数字４文字） 同一でも可

（必須　数字４文字）

　　

（印鑑登録されている人は必須　数字４文字）

（自動で設定）

※詳しくは、裏面をご覧ください。

⑤印鑑登録証明書用
暗証番号

個人番号カード・電子証明書　設定暗証番号記載票

　暗証番号は、電子証明書ごと、アプリごとに設定されており、それぞれの仕組みを利用するために必要となる
ものです。ご記入いただき、大切に保管していただきますようお願い致します。
　また、暗証番号を設定することにより、第三者のなりすましを防いでいます。暗証番号はみだりに他者に教え
ないようにしてください。
　なお、暗証番号は、入力を連続して３回（署名用電子証明書は５回）間違えるとロックされ、その場合、市町
村の窓口にお越しいただいて暗証番号の再設定を行う必要がありますのでご注意ください。

①署名用電子証明書
暗証番号

②利用者証明用電子証明
書暗証番号

③住民基本台帳用
暗証番号

④券面事項入力補助用
暗証番号

【メモ欄】多目的利用等の暗証番号（必要があれば控えてください）

（アルファベット大文字と
　数字で６文字以上
　紛らわしい文字は、
　英・数どちらかに〇）

①署名用電子証明書を利用するための暗証番号
　※署名用電子証明書…インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざん
　　されていなかどうか等を確認することができる仕組み。
②利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号
　※利用者証明用電子証明書…インターネットを閲覧する際などに、利用者本人である
　　ことを証明する仕組み。
③住民票コードをテキストデータとして利用するための暗証番号
④個人番号や基本４情報を確認し、テキストデータとして利用するための暗証番号
【注意】顔認証マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書は、健康保険証としての利用は
可能ですが、マイナポータルなど暗証番号の入力を必要とする各種オンラインサービスでは利
用できません。

⑦マイキーＩＤ

⑥-1障がい者手帳アプリ
　ＩＤ

⑥-2障がい者手帳アプリ
　暗証番号

（アルファベットと数字または
　アンダーバーで６文字以上）

（アルファベットと数字
　と記号で８文字以上）

様式第２

①署名用電子証明書暗証番号は

e-Tax（国税電子申告・納税システム）や、

オンラインでの転出届、転入・転居予約、

スマートフォン用電子証明書の搭載などで使います。

②利用者証明用電子証明書暗証番号は、

住民票などのコンビニ交付サービスや、

保険証利用の登録などで使います。

③住民基本台帳用暗証番号は、

転入手続きやマイナンバーカードの住所・氏名を変更

する場合などで使います。

④券面事項入力補助用暗証番号は、

公金受取口座の登録などで使います。



【参考】 マイナンバーカードに設定する暗証番号

・①署名用の電子証明書用暗証番号は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用し、「作成・

　（公金受取口座の登録などで使用します）

　番号です。

　ＩＤは、アルファベット大文字または小文字、数字、アンダーバーを使用した６文字以上で設定できます。

　暗証番号は、アルファベット大文字、小文字、数字、記号のうち２種類を必ず使用した８文字以上で設定

・③住民基本台帳用暗証番号は、住民票コードをテキストデータとして利用するための暗証番号です。

・④券面事項入力補助用暗証番号は、個人番号や基本４情報を確認し、テキストデータとして利用するための

　アルファベット大文字と数字の両方を必ず使用した６文字以上１６文字以下で設定できます。

・⑥障がい者手帳アプリＩＤとパスワードは、障がい者手帳アプリ「ミライロＩＤ」を利用し、本人確認や、

　②、③、④、⑤の暗証番号は、数字４文字で設定できます。同じ数字４文字で設定することもできます。

　障がいの内容を確認するためのＩＤと暗証番号です。

　できます。

　送信した電子文書が、利用者が作成した真正なもので、利用者が送信したものであること」を証明すること

　ができます。（確定申告e-Taxや、オンラインでの転出届、転入・転居予約、スマートフォン用電子証明書

　の搭載など）

　ができます。

　（マイナポータルへのログイン、コンビニ交付サービスの利用など。また、マイナンバーカードの健康保

・②利用者証明用の電子証明書用は、インターネットサイトへのログインやコンビニエンスストアなどに設置

　してあるマルチコピー機の操作時に利用し、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明すること

　険証利用登録などでも使用します）

・⑤印鑑登録証用暗証番号は、住民環境課、各住民サービス室窓口で印鑑登録証明書を発行するための暗証

　暗証番号です。

・⑦マイキーＩＤは、マイナンバーカードの電子証明書を利用し、「ウェブ上のマイキープラットフォーム

　で本人を認証するキー」として使用します。

（マイキープラットフォームの各種サービスに使用します。）

　マイキープラットフォームで手続きをすると、自動で設定されます。


